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要検討
信託法の規定による裁判所に対する申
立権

第９２条第１号

○
遺言信託における受託者の信託の引受
けの催告権

第９２条第２号、第５条第１項

○
信託財産への強制執行等に対する異議
申立権

第９２条第３号、第２３条第５項、
第６項

信託財産への強制執行等に対する異議
申立権

第１４５条第２項第１号、第２
３条第５項、第６項

○
強制執行等に対する異議に係る訴えで
勝訴した場合における必要な費用の支
払請求権

第９２条第４号、第２４条第１項

○ 受託者等の権限違反行為の取消権

第９２条第５号、第２７条第１項
及び第２項（これらの規定を第７
５条第４項で準用する場合も含
む。）

受託者等の権限違反行為の取消権

第１４５条第２項第２号、第２
７条第１項及び第２項（これ
らの規定を第７５条第４項で
準用する場合も含む。）

○ 受託者の利益相反行為に関する取消権
第９２条第６号、第３１条第６項、
第７項

受託者の利益相反行為に関する取消権
第１４５条第２項第３号、第３
１条第６項、第７項

○
信託事務の処理の状況についての報告
請求権

第９２条第７号、第３６条

○
帳簿、信託事務の処理に関する書類又
は信託財産の状況に関する書類の閲覧
等請求権

第９２条第８号、第３８条第１項、
第６項

帳簿、信託事務の処理に関する書類の
閲覧等請求権

第１４５条第２項第５号、第３
８条第１項

○
受託者の任務違反行為等に対する損失
てん補等請求権

第９２条第９号、第４０条
受託者の任務違反行為等に対する損失
てん補等請求権

第１４５条第２項第７号、第４
０条

○
受託法人の理事等に対する損失てん補
等請求権

第９２条第１０号、第４１条
受託法人の理事等に対する損失てん補
等請求権

第１４５条第２項第８号、第４
１条

○ 受託者の信託違反行為の差止請求権 第９２条第１１号、第４４条 受託者の信託違反行為の差止請求権
第１４５条第２項第９号、第４
４条

○
信託違反行為の差止請求に係る訴えで
勝訴した場合における必要な費用の支
払請求権

第９２条第１２号、第４５条第１項

○
前受託者による信託財産の処分行為の
差止請求権

第９２条第１３号、第５９条第５項
前受託者による信託財産の処分行為の
差止請求権

第１４５条第２項第１１号、第
５９条第５項

○
前受託者の相続人等又は破産管財人に
よる信託財産の処分行為の差止請求権

第９２条第１４号、第６０条第３
項、第５項

前受託者の相続人等又は破産管財人に
よる信託財産の処分行為の差止請求権

第１４５条第２項第１２号、第
６０条第３項、第５項

○
前受託者による信託財産の処分行為の
差止請求に係る訴えで勝訴した場合に
おける必要な費用の支払請求権

第９２条第１５号、第６１条第１項

○ 新受託者への就任の承諾の催告権 第９２条第１６号、第６２条第２項

× 受益権を放棄する権利 第９２条第１７号、第９９条第１項

× 受益権取得請求権
第９２条第１８号、第１０３条第１
項、第２項

○ 信託監督人への就任の承諾の催告権
第９２条第１９号、第１３１条第２
項

× 受益者代理人への就任の承諾の催告権
第９２条第２０号、第１３８条第２
項

×
受益証券発行信託における受益権原簿
記載事項を記載した書面の交付等請求
権

第９２条第２１号、第１８７条第１
項

×
受益証券発行信託における受益権原簿
の閲覧等請求権

第９２条第２２号、第１９０条第２
項

×
受益証券発行信託における受益権原簿
記載事項の記載等請求権

第９２条第２３号、第１９８条第１
項

×
限定責任信託における受益者への違法
な給付に係る金銭のてん補等請求権

第９２条第２４号、第２２６条第１
項

限定責任信託における受益者への違法
な給付に係る金銭のてん補等請求権

第１４５条第２項第１３号、第
２２６条第１項

×
限定責任信託における受益者への給付
により欠損が生じた場合に係る金銭のて
ん補等請求権

第９２条第２５号、第２２８条第１
項

限定責任信託における受益者への給付
により欠損が生じた場合に係る金銭のて
ん補等請求権

第１４５条第２項第１４号、第
２２８条第１項

×
会計監査人設置信託における損失てん
補請求権

第９２条第２６号、第２５４条第１
項

会計監査人設置信託における損失てん
補請求権

第１４５条第２項第１５号、第
２５４条第１項

○ 裁判所に対する検査役選任申立権
第１４５条第２項第１０号、第
４６条第１項

一般の信託を設定した場合に、信託管理人が信託法第１２５条第１項に
基づき有する権限

遺言による目的信託を設定した場合に、信託管理人が信託法第１４５
条第２項に基づき有する権限(信託行為の定めによる制限不可）

受託者の
監督に係
る権利(信
託行為の
定めによ
る制限不
可）

公益信
託への
適用の
有無
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一般の信託を設定した場合に、信託管理人が信託法第１２５条第１項に
基づき有する権限

遺言による目的信託を設定した場合に、信託管理人が信託法第１４５
条第２項に基づき有する権限(信託行為の定めによる制限不可）

公益信
託への
適用の
有無

○
信託財産と固有財産等とに属する共有
物の分割に係る協議

第１０５条第１項、第１９条第１項
第２号、第３項第２号
※信託法第１０５条第１項につ
いては、以下の項目も共通であ
ることから、記載を省略

○
受託者の利益相反行為又は競合行為に
ついての事前の承認

第３１条第２項第２号、第３２条
第２項第２号

○ 受託者の利益相反行為に対する追認 第３１条第５項

○
受託者の競合行為について信託財産の
ためにされたものとみなす権利の行使

第３２条第４項
受託者の競合行為について信託財産の
ためにされたものとみなす権利の行使

第１４５条第２項第４号、第３
２条第４項

○ 受託者の損失てん補責任等の免除 第４２条

要検討 受託者の辞任の同意 第５７条第１項

要検討 受託者の解任の合意 第５８条第１項

要検討 新受託者の選任の合意 第６２条第１項

○

前受託者、前受託者の相続人等又は破
産管財人が新受託者への信託事務の引
継ぎの際に行う信託事務に関する計算
に対する承認

第７７条、第７８条

○

信託監督人及び受益者代理人に関する
辞任の同意、解任の合意、新信託監督
人又は新受益者代理人の選任、信託監
督人又は受益者代理人による事務の終
了に対する同意

第１３４条第２項、第１４１条第２
項、第１３５条第１項、第１４２条
第１項、第１３６条第１項第１号、
第１４３条第１項第１号

要検討 信託の変更の合意等
第１４９条第１項、第２項第１号、
第３項

要検討 信託の併合の合意 第１５１条第１項、第２項第１号

要検討 信託の分割の合意
第１５５条第１項、第２項第１号、
第１５９条第１項、第２項第１号

要検討 信託の終了の合意 第１６４条第１項

○
清算受託者がその職務の終了の際に行
う信託事務に関する最終の計算に対す
る承認

第１８４条

信託に関
する意思
決定に係
る権利
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